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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３－メチル－４－イソプロピルフェノールを含む抗菌性化合物であって、かつ、３－（
Ｎ－ブチルアセトアミド）プロピオン酸エチル、及び／又は１－メチルプロピル　２－（
２－ヒドロキシエチル）－１－ピペリジンカルボキシラートからなる害虫忌避成分を添加
した害虫忌避組成物に配合されることを特徴とする前記害虫忌避成分の害虫忌避効力増強
剤。
【請求項２】
　前記抗菌性化合物が、前記害虫忌避成分に対し、０．００５～０．３倍量配合されてな
ることを特徴とする請求項１に記載の害虫忌避効力増強剤。
【請求項３】
　前記害虫忌避組成物が、前記３－（Ｎ－ブチルアセトアミド）プロピオン酸エチル０．
５～１０％を配合することを特徴とする請求項１又は２に記載の害虫忌避効力増強剤。
【請求項４】
　ヌカカを対象害虫とすることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか一項に記載の害
虫忌避効力増強剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、害虫忌避効力増強剤、及びこれを配合した害虫忌避組成物を用いる害虫忌避
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方法に関するものである。更に詳しくは、特に皮膚や衣服に処理される害虫忌避成分の害
虫忌避効力を増強させ、衣服から露出した肌や衣服着用者の服の上からの害虫の被害から
保護するために効果的な害虫忌避効力増強剤、及びこれを配合した害虫忌避組成物を用い
る害虫忌避方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　蚊、ブヨ、サシバエ等の害虫から人体等を守るための人体用害虫忌避剤は広く実用に供
され、その忌避効力の向上、あるいは使用感の改善、刺激性の軽減を目的とした様々な改
良品が提案されている。一方、人体の皮膚に対する症害を極力回避するために、害虫忌避
剤を人体の皮膚に適用するのではなく、特開２００３－２６５２３号公報（特許文献１）
や特開２０１０－２２２２７８号公報（特許文献２）のように、害虫忌避組成物を衣服に
処理し害虫忌避効果を得ようとする試みもある。しかしながら、衣服に処理する方法では
、忌避成分の処理ムラや処理量のバラツキが避けられず、蚊、ブヨ、サシバエ等のような
飛翔害虫に対し満足のいく忌避効果が得られない場面が多いのが実情である。
【０００３】
　ところで、最近話題に上った吸血害虫であるマダニ類は通常、野外の草むらや森林等に
生息し、シカやイノシシ等の野生動物に寄生するが、犬に寄生する種類も知られている。
マダニ類の成虫は、通りかかった人の上着に取り付いてから下着～皮膚面に移行し、徘徊
しながら寄生部位を探して咬着する。その後の吸血は産卵のために必要で、この際に様々
な病原体を媒介させるベクターとなりうることが報告され、最近では、ウイルス感染症の
一つである重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）との関連性が取り沙汰されている。
　かかる現状を鑑み、当面のマダニ被害対策として、濃度が１０％程度のジエチルトルア
ミド（ディート）製剤を手袋や袖口にスプレーしたり、露出皮膚面に塗布する方法が提唱
されている。また、特開平５－１７８７１２号公報（特許文献３）には、ベンジルホーメ
ート、ベンジルアセテート、ベンジルプロピオネート等の化合物及びこれを主成分とする
精油等を有効成分に用いたマダニの忌避剤が開示されているが、それらの効果は到底十分
とは言えない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２６５２３号公報
【特許文献２】特開２０１０－２２２２７８号公報
【特許文献３】特開平５－１７８７１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、害虫忌避成分の害虫忌避効力を増強させる成分を特定するのみならず、使用
した場合には使用場所として肌やその周辺部はもとより、衣服に処理された時に当該衣服
から露出したその周辺部をも吸血害虫からの被害から保護するために効果的な害虫忌避効
力増強剤、及びこれを配合した害虫忌避組成物を用いる害虫忌避方法を提供しようとする
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、人体用忌避成分のより効率的な使用の検討を行うため、蚊、ブヨ、サシ
バエやマダニ等のような吸血害虫に対して、使用されている各種害虫忌避成分の効力をよ
り高めるための物質の配合を検討した。そして、その結果、害虫忌避成分に対してその忌
避効力をより増強させ得る忌避効力増強剤を見出し、これを応用することによって本発明
を完成するに至ったものである。
【０００７】
　本発明は、以下の構成が上記目的を達成するために優れた効果を奏することを見出した
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ものである。
（１）３－メチル－４－イソプロピルフェノールを含む抗菌性化合物であって、かつ、３
－（Ｎ－ブチルアセトアミド）プロピオン酸エチル、及び／又は１－メチルプロピル　２
－（２－ヒドロキシエチル）－１－ピペリジンカルボキシラートからなる害虫忌避成分を
添加した害虫忌避組成物に配合される前記害虫忌避成分の害虫忌避効力増強剤。
（２）前記抗菌性化合物が、前記害虫忌避成分に対し、０．００５～０．３倍量配合され
てなる（１）に記載の害虫忌避効力増強剤。
（３）前記害虫忌避組成物が、前記３－（Ｎ－ブチルアセトアミド）プロピオン酸エチル
０．５～１０％を配合する（１）又は（２）に記載の害虫忌避効力増強剤。
（４）ヌカカを対象害虫とすることを特徴とする（１）ないし（３）のいずれか一つに記
載の害虫忌避効力増強剤。
（５）（１）ないし（４）のいずれか一つに記載の忌避効力増強剤を用いた害虫忌避方法
。
（６）（５）に記載の害虫忌避方法における対象が衣類であることを特徴する害虫忌避方
法。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に記載の害虫忌避効力増強剤を用いた害虫忌避組成物を使用することで、通常の
害虫忌避効力が増強されることはもちろん、さらにこれらの害虫忌避効力増強剤は抗菌作
用を持つことから、使用時における発汗の際の各種の菌が発生するいやな臭いを抑えるこ
とが出来るため、大変実用的である。
　さらに、本発明の害虫忌避組成物における、害虫忌避効力の増強効果は、組成物を直接
塗布した場所への効果のみならず、塗付した場所の周辺部分での忌避効果についても更な
る増強効果が認められるとの効果も認められた。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の剤型としては、一般的な各種の剤型を使用することが出来る。一般的な剤型と
しては、エアゾール剤、ポンプスプレー剤、ジェル剤、害虫忌避組成物をシートに含浸し
、シートタイプとしたもの、害虫忌避組成物を入れてロールオンタイプとしたもの、各種
の界面活性剤などを添加し乳液タイプとしたものが挙げられる。
【００１０】
　エアゾール剤として使用する場合には、本発明に記載の害虫忌避組成物を原液として用
い、これに噴射剤として、ジメチルエーテル、ＨＦＯ１２３４ｚｅや液化石油ガスなど液
化ガスや窒素ガス、炭酸ガスなどの圧縮ガスや、若しくはこれらの２種以上を混合して用
いることも出来る。
【００１１】
　本発明で用いられる抗菌性化合物としては、各種の一般的な抗菌性化合物が用いられる
。
　抗菌性化合物としては、通常のフェノール系抗菌成分や四級アンモニウム塩の抗菌成分
、イソチアゾリン系抗菌成分など各種の化合物が用いられる。これは単独で用いてもよい
し、１種又は２種以上を混合して使用してもよい。
　フェノール系抗菌剤としては、一般的なフェノール系抗菌成分であれは、特に限定はさ
れないものの、３－メチル－４－イソプロピルフェノール、オルト－フェニルフェノール
などが例示される。ベンゾチアゾール系抗菌剤としては、５－クロロ－２－メチル－４－
イソチアゾリン－３－オン、２－メルカプトベンゾチアゾールが例示される。さらにイソ
チアゾリン系抗菌剤としては、２－ｎ－オクチル－４－イソチアゾリン－３－オン、５－
クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オンが挙げられるが、これらに限定され
るものではない。
【００１２】
　害虫忌避成分としても特に限定されるものではないが、一般的な害虫忌避成分である例
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えば、ディート、３－（Ｎ－ｎ－ブチル－Ｎ－アセチル）アミノプロピオン酸エチルエス
テル、１－メチルプロピル ２－（２－ヒドロキシエチル）－１－ピペリジンカルボキシ
ラート、ｐ－メンタン－３，８－ジオール、が挙げられるが、その中でも３－（Ｎ－ブチ
ルアセトアミド）プロピオン酸エチルやディートなどが好適である。さらに、これらは単
独で用いてもよいし、両方を混合し、混合忌避成分として用いてもよい。特に、ディート
においては、一部の化学繊維に対しては、影響を及ぼす場合もあるのに対し、３－（Ｎ－
ブチルアセトアミド）プロピオン酸エチルが繊維などに対する影響はほとんど認められな
いことから、衣類に対する害虫忌避成分として特に適している。
【００１３】
　本発明の害虫忌避組成物に用いられる溶剤としては、各種の溶剤を使用することが出来
る。溶剤しては、水や各種のアルコールやグリコール系溶剤などを用いたりすることも出
来る。本発明の害虫忌避組成物は気温の高いときに用いられることから、速乾性の溶剤は
特に好ましい、速乾性の溶剤としては、各種の低級アルコールを挙げることが出来る。低
級アルコールとしては、エタノール、イソプロパノールやプロパノールが挙げられる。
【００１４】
　本発明の害虫忌避組成物には、必要に応じて消臭剤や香料を添加することも出来る。
【００１５】
　本発明の害虫忌避組成物には、各種の界面活性剤を添加することも出来る。界面活性剤
としては、アニオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、両性界面活性剤が使用できる。ア
ニオン界面活性剤としては、例えば脂肪酸石けん、アルキルベンゼンスルホン酸塩、直鎖
アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキル硫酸塩、アルファオレフィンスルホン酸塩、ア
ルキルリン酸エステル塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、ポリオキシエチ
レンアルキルエーテルカルボン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル硫酸
塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルりん酸塩、アルキルスルホコハク酸塩、ポリオ
キシエチレンアルキルスルホコハク酸塩などが挙げられる。非イオン界面活性剤としては
、例えばポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニル
エーテル、ポリオキシエチレン高級脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪
酸エステル、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン硬化ヒ
マシ油、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、脂肪酸アルカノールアミド、アミンオキシド
などが挙げられる。両性界面活性剤としてはアルキルカルボベタイン、アルキルアミドカ
ルボベタイン、アルキルスルホベタイン、アルキルヒドロキシスルホベタイン、アルキル
アミドスルホベタイン、アルキルアミドヒドロキシスルホベタイン等が挙げられる。
【００１６】
　本発明の効果を阻害しない限りにおいて他種溶剤も使用可能である。かかる溶剤として
は、水の外、ｎ－パラフィン、イソパラフィン等の炭化水素系溶剤、プロピレングリコー
ル、１，３－ブチレングリコール、ジプロピレングリコール、ジエチレングリコールモノ
ブチルエーテル等のグリコール類やグリコールエーテル類、ケトン系溶剤、エステル系溶
剤等が挙げられる。
【００１７】
　本発明における対象害虫としては、一般的な吸血性害虫や刺咬性害虫については使用可
能である。より具体的には、対象害虫としては、一般的な蚊類であるアカイエカ、ヒトス
ジシマカ、チカエイカや各種のアブ類、ブユ、ヌカカ、やトコジラミや各種のダニ類とし
てイエダニやマダニ、不快害虫であるユスリカ類、チョウバエ類、クロヤマアリ、トビイ
ロシワアリ、イエヒメアリ、アミメアリ、アルゼンチンアリ等のアリ類、アシナガバチ、
スズメバチなどのハチ類などが挙げられる。
【００１８】
　次に具体的な実施例ならびに試験例に基づき、本発明の害虫忌避効力増強剤、及びこれ
を配合した害虫忌避組成物を用いる害虫忌避方法について更に詳細に説明する。
但し、本発明は決してこれらに限定される物ではない。
【実施例１】
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【００１９】
　３－（Ｎ－ｎ－ブチル－Ｎ－アセチル）アミノプロピオン酸エチルエステル（以下、IR
3535と記す）　4g、3-メチル-4-イソプロピルフェノール（IPMP）0.4ｇ、及び香料0.1gに
エタノール47ｇを加え、溶解し、更に水を加え、全量で100ｍLとした。これをポンプ式ス
プレーのヘッドが付いた容器に入れ本発明の害虫忌避効力増強剤を得た。
　以下、同様に表１に示す害虫忌避組成物を作成し、試験に供試した。
【００２０】
　23ｃｍ×60ｃｍ×45ｃｍの透明アクリル容器（2か所に両手を入れる穴をあけたもの）
を準備し、容器内にアカイエカ雌成虫30匹を放った。被験者の前腕に実施例あるいは比較
例の上記で得た供試薬剤（0.5ｇ）を処理した綿布（30×30cm）をまきつけて、アクリル
容器内に前腕を入れた。5分間、腕に係留した供試昆虫を計数して、忌避効果を評価した
。なお、忌避率は無処理の綿布をまきつけて、同様の操作を行った際の5分間の係留した
供試昆虫を計数して、以下の式から算出した。試験は3回繰り返して、その平均値を算出
した。
 
忌避率(％)　＝　（無処理綿布をまきつけた腕に係留した虫－処理綿布をまきつけた腕に
係留した虫）／無処理綿布をまきつけた腕に係留した虫　×　１００
 
【００２１】
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【表１】

【００２２】
　試験結果より、忌避成分単独の処方の薬剤を用いるより、抗菌成分を用いたものの方が
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　以上のことから、抗菌成分が忌避効果のアップに寄与していることが明らかとなった。
【実施例２】
【００２３】
　23ｃｍ×60ｃｍ×45ｃｍの透明アクリル容器（2か所に両手を入れる穴をあけたもの）
を準備し、容器内にアカイエカ雌成虫30匹を放った。被験者の前腕に実施例あるいは比較
例の供試薬剤（0.5ｇ）を処理した綿布（30×30cm）をまきつけて、アクリル容器内に前
腕を入れた。5分間、腕に係留した供試昆虫を計数して、忌避効果を評価した。なお、忌
避率は無処理の綿布をまきつけて、同様の操作を行った際の5分間の係留した供試昆虫を
計数して、実施例１と同様に算出した。試験は3回繰り返して、その平均値を算出した。
【００２４】
【表２】

【００２５】
　上記の結果より、実施例に示した抗菌成分との併用による忌避効果は忌避剤単独使用の
場合に比較して、初期から一定時間に渡り効果が持続することが認められた。
【実施例３】
【００２６】
試験方法
　23ｃｍ×60ｃｍ×45ｃｍの透明アクリル容器（2か所に両手を入れる穴をあけたもの）
を準備し、容器内にアカイエカ雌成虫30匹を放った。7.5×30cmの綿布を4枚用意し、その
うち2枚に実施例および比較例に記載した供試薬剤1ｇを処理した。それらの綿布を前腕に
処理綿布と無処理綿布が交互になるようまきつけ、透明アクリル板容器内に入れた。5分
間、腕に処理した処理綿布および無処理綿布に係留した供試昆虫を計数して、忌避効果を
評価した。なお、忌避率は4枚とも無処理の綿布をまきつけて、同様の操作を行った際の5
分間の係留した供試昆虫を計数して、実施例１と同様に算出した。
【００２７】
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【表３】

【００２８】
　実施例に記載の薬剤は、塗付した部分以外の近辺でも忌避効果が認められた。これに対
して、忌避剤のみしか使用していない比較例４では、無処理部分の効果は低く、抗菌成分
を使用した場合との効力の差は明らかとなった。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明は、人体及び衣類用の虫よけの効力増強剤のみならず、各種の虫よけ剤に利用可
能である。
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